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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○櫻田委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日は、12月定例会の常任委員会にご出席いた

だき、誠にありがとうございます。 

  さて、本定例会で、当常任委員会が審査すべき

案件は、条例の制定案件１件、一部改正案件２件、

その他の案件２件と、請願１件及び陳情１件であ

ります。 

  なお、予算常任委員会付託案件のうち、当分科

会で審査すべき補正予算案件２件につきましては、

関係所管課のところで、随時、予算常任委員会第

３分科会へ切りかえて審査を行います。 

  各委員におかれましては、慎重なる審査をお願

いいたすとともに、円滑な進行にご協力をくださ

るようお願い申し上げて、挨拶といたします。 

○磯事務局書記 ありがとうございます。 

  それでは、３番の審査事項に入ります。 

  ここからの議事進行は委員長にお願いいたしま

す。 

○櫻田委員長 それでは、ただいまから審査に入り

ます。 

  次第により順次進めてまいります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎水道課の審査 

○櫻田委員長 初めに、邉見上下水道部長からご挨

拶をいただきたいと思います。 

  部長。 

○邉見上下水道部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 それでは、水道課の審査に入ります。 

  議案第96号 那須塩原市水道事業の設置等に関

する条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○釣巻水道課長 （議案第96号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 今、説明の中で、新湯地区と日

の出地域ということで、それぞれで給水量につい

てはどのくらいの量になるのか。新湯地区ですと

このくらいと、日の出だとこのくらいというよう

な給水量になると思われますが、そこの数字はど

のくらいになるのか。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員に申し上げます。 

  全体的なやつがここに出ているんですけれども、

それピンポイントで聞いてよろしいんですか。ち

ょっと議第の範囲を超えているんではないかと思

うんですが、どうでしょうか。 

  答えられますか。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○釣巻水道課長 最大給水量につきましては、全体

の給水人口から出しておりますので、部分的にこ

の地域は何㎥というふうな、もちろん算定の根拠

の中にはそういうものはあるんですけれども、今

ちょっと資料は持ち合わせていないんですけれど

も、全体の給水人口で、先ほど言いました厚生労

働省が定める基準に基づいて算定しておりますの

で、ちょっと今ここでその２つの地区についての
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給水量については資料が。全体の量で…… 

○櫻田委員長 課長。 

  それならば、全ての人のレターケースに入れて

おいてください。その資料がないんでしょう、今、

持ち合わせは。 

〔「あります」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 とりあえず説明した後に、それをコ

ピーして、みんなのレターケースに入れておいて

やってください。 

  係長、説明してください。 

  係長。 

○宇賀神総務係長 日の出が１日約38㎥、新湯地区

に関しては１日77㎥で見ておりますが、こちらに

関しては、レターケースのほうに詳しい資料のほ

うを提出したいと思います。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  君島委員。 

○君島委員 これ４項の１日最大給水量というもの

は、厚生労働省のほうの基準で算出するんだと思

うんですけれども、どういう算出の仕方をするん

ですか。 

  聞きたかったのは、単純にこれを給水人口等で

割ると数字が違うんです。ですから、例えば人口

が幾らから幾らまでのときには、１日１人当たり

零点何ｔとかっていう、そういう出し方の基準が

あって出すのかどうか、その辺をちょっと教えて

もらいたい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○釣巻水道課長 １日最大給水量の算定につきまし

ては、給水人口から算定される生活用水量、それ

と営業用水量などを加えて、有収率や負荷率で割

った数字としております。ここに出ております数

字につきましては、平成29年が最大というふうな

ことで、この数字、５万400㎥が出たものでござ

います。 

○櫻田委員長 課長、これも数式が出ているんです

よね。算出の式が出ているんですよね。それをみ

んなのレターケースに入れておいてやってくださ

い。 

  君島委員、今ので大丈夫ですか。 

○君島委員 大丈夫です。 

○櫻田委員長 それをとりあえず、後で入れておい

てもらえますか。 

  そのほか何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 細かいことなんですが、先ほど29年の

２月に厚生労働省に申請をする予定だということ

だったんですが、４月１日から施行ということは、

これは申請をすればほとんどすぐ通るということ

なんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○釣巻水道課長 予定としては、２月に申請をしま

して、３月中に認可がおりるというふうなことで

協議を行っておるものでございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 本当に小さなことなんですが、この

67,338と５万400の表示の仕方の違いというのは、

条例上こうしろとなったんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  部長。 

○邉見上下水道部長 私どもも、最初は旧人口のよ

うに表示ということで、例規のほうを出させてい

ただいたということです。 

  それらを包括管理します行政係のほうから、こ

ういった条例の形式というのは、ここに書いてあ

るように、11万4,200、それから５万400というの

が普通というか、そのようなことと聞いておりま
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して、このようなことで表現をさせてもらってい

るというところでございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、本来条例はこういう漢字表記に

するのが通例だという理解でいいわけですね。 

○櫻田委員長 部長。 

○邉見上下水道部長 そのとおり聞いています。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それではないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１８分 

 

再開 午前１０時３０分 

 

○櫻田委員長 それでは休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議はございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第96号 那須塩原市水道事業の設置等に関

する条例の一部改正については、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第96号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

  部長。 

○邉見上下水道部長 特にございません。すみませ

ん。 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 （日の出地区の給水区域編入につい

て） 

○櫻田委員長 そのほか委員の皆さんから何かござ

いますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （日の出地区の給水区域編入後の引き

込みのできる時期について） 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  君島委員。 

○君島委員 （日の出地区の給水区域編入後の給水

管布設に関する考え方について） 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 （給水区域に編入される日の出

地区の状況について） 

○櫻田委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ここで進行を副委員長に

変わります。 

○齊藤副委員長 委員長。 
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○櫻田委員長 （議会報告会で意見のあった板室地

区の水の件への対応状況について） 

○齊藤副委員長 進行を委員長に戻します。 

○櫻田委員長 それでは、そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 そのほかないようですので、水道課

の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時４６分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎下水道課の審査 

○櫻田委員長 それでは、下水道課の審査に入りま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１００号の説明、質疑、

討論、採決 

○櫻田委員長 議案第100号 大田原市から北那須

流域関連那須塩原市公共下水道への区域外流入に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 （議案第100号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 この資料を見ますと、計画道路

が入っています。これは変な話、10年以内にでき

るということ等の問題になるんじゃないかと思う

んですけれども、計画道路の予定はどうなってい

るんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 当該計画道路につきましては、

大田原市側でつくっているものでございまして、

今回、事前に協議をしたんですけれども、そこで

確認したところ、当面は予定は言葉は悪いですけ

れどもまるでないという話ですので、予定はあり

ますけれども、しばらくは整備されないというこ

とです。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 あともう１点なんですけれども、

この建築主さんの敷地面積はいかほどでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 こちらの把握している範囲では、

498㎡となっております。 

○櫻田委員長 そのほかございますか。 

  ほかに質疑、ご意見等はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それではないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５８分 
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再開 午前１０時５９分 

 

○櫻田委員長 それでは休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第100号 大田原市から北那須流域関連那

須塩原市公共下水道への区域外流入については、

原案のとおり可決すべきものとすることに異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第100号については、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 これより、予算常任委員会第３分科

会に切りかえて審査をいたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 （議案第72号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 下水道会計の特別会計では、こ

の500万は何に使うんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 次の説明で内容をご説明したい

と思いますけれども。 

○櫻田委員長 鈴木委員。 

○鈴木（伸）委員 私の考えとしては、ここで繰り

出しが決定してしまう前に、やはり受けたほうが

何に使うか目的がはっきりしていたほうが、これ

に対して意見を言いやすいです。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 当該は、下水道事業特別会計に

おきましては、今回消費税等の納付額の増、それ

から所要の工事の調整で、若干の予算の増がござ

いました。それによりまして、収支に不均衡が生

じたため、繰出金を増額して調整するというのが

今回この一般会計繰出金の目的でございます。 

○櫻田委員長 そのほかございますか。 

  ほかに質疑、ご意見等はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時０４分 

 

○櫻田委員長 それでは休憩前に引き続き、会議を

開きます。 
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  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第72号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第80号 平成28年度那須

塩原市下水道事業特別会計補正予算（第３号）を

議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 （議案第80号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 記憶が定かではないんですが、

予備費というのは当然とっていたと思うんです。

300万くらいだったと思うんですけれども、これ

はその予備費を超えているということですよね、

足りないということは。緊急性があってこれはや

る事業ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 今のは消費税も含めてというこ

とですよね。 

○鈴木（伸）委員 そうです。 

○黄木下水道課長 予備費を流用というのも確かに

あると思いますけれども、時間に余裕がある場合

には、正式に議会で予算を通すというのが筋だと

思っております。今回は予備費を使うほどの緊急

性は感じておりませんでした。 

○櫻田委員長 ほかに何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 最初の18ページの歳出のところで、水

処理センターの工事委託費が、入札の金額より大

幅に下回ったという説明だったんですが、その理

由を聞かせてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 明確な理由は応札の結果という

ことなんですけれども、この入札につきましては、

不調、不調、で落札という、３回目の入札になり

した。その際、とある業者の方が頑張って応じて

くれたという状況だと理解しております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 不調、不調ということは、思っていた

より高いものしか出なくて決まらなかったという

ことでよろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 そのとおりです。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 その水道の工事というのがどういうも

のかというのは、余りよくわからないんですけれ
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ども、すごくどこかが下げてくださったというこ

とで、工事そのものの信頼性に影響はないんです

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 そのようなことはないと思って

おります。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 ないからここに出てきているとは思う

んですけれども、計算をして出しているものが、

先ほどの言葉だと大きく下回ったというのは、き

っと何かないとそういうことはないと思うんです

けれども、やっぱり納得できないんですけれども。 

○櫻田委員長 予定価格というか、希望価格を大き

く下回ったと、そういうことに明確に答弁してく

ださい。 

  課長。 

○黄木下水道課長 確かに当初予算と比較して大き

く下回ったという今回の状況はあります。あと安

くなったというのは、今回特殊機械を使っている

工事でございまして、そこの機械のところの頑張

り方というんですか、によってでごひごが出たと

いうふうに聞いております。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 工事の入札で、最初に計算をしている

わけですよね。設計をしたもので、最初の２回は

不調に終わったということは、計算よりも高く出

てきているのに、今度は下回るほど安く決まった

ということに、本当にからくりはないんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○黄木下水道課長 業者が入れかわった結果ですの

で、その業者が多分得意とする分野であるとか、

その機械を入手しやすいとかということが、想定

できます。すみません。 

○山本委員 ここでやめておきます。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 今の関連なんですが、たとえばそ

この事業を発注にするに当たって、下限は設けな

かったんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  補佐。 

○室井下水道課長補佐 今回の事業につきましては、

下限値がありましたけれども、下限値の中に入っ

ているということで、入札を応じた会社のほうの

調査を行って、大丈夫かどうかというのをやって

います。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それではないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時１４分 

 

再開 午前１１時１９分 

 

○櫻田委員長 それでは休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結
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いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第80号 平成28年度那須塩原市下水道事業

特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第80号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （塩原水処理センターに係る更新工事

の内容について） 

○櫻田委員長 それではそのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、下水道課の審査

を終了いたします。 

  これで上下水道部の今定例会における審査は終

了となりますが、上下水道部全体として何かござ

いますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 なければ、以上で上下水道部の審査

を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１１時２１分 

 

再開 午前１１時２３分 

 

○櫻田委員長 それでは休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○櫻田委員長 初めに、君島建設部長からご挨拶を

いただきたいと思います。 

  部長。 

○君島建設部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、都市整備課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９７号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第97号 公の施設の指定管理者

の指定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 （議案第97号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 資料の88ページ、業務選定結果

の２番で、Ａさんとシルバーセンターが逆転はし

ているわけなんですけれども、(2)、具体的にど

ういう差があったのか。本当は聞きたいのは、経

営能力なんかも大事だし、経費も大事だと思うん

ですけれども、やっぱり住民サービス、上手に使
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ってほしいというところで、その辺のあたり、本

当にどういう評価をしたのかということを聞きた

いので、具体的な違いを説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○大野都市整備係長 選定結果の１、施設運営管理

能力、(2)管理運営に係る人的体制等という形で、

シルバー人材センター14、Ａ、12ということで、

２点差がついてございます。この２点差なんです

が、審査視点、２の住民サービスの向上、(2)利

用者に対するサービスの向上ということで、シル

バー人材センター９点、Ａ、11点ということで、

２点の差がついてございます。 

  この２点の差ですが、まず、Ａ社についてなん

ですが、シルバー人材センターより２点プラスと

いう形なんですが、利用者の満足度を向上させる

方策がとられているかという審査視点、あと、施

設の質を維持向上させるものかという視点、あと、

施設の利用者をふやす実効的な方策がとられてい

るかの視点で、それぞれ利用者の満足度を向上さ

せる方策等がとられているかについては、Ａ社の

ほうが２点多くプラスされていると。 

  こちらについては、既存ストックを活用した具

体的な提案があったということ、あと、フェイス

ブックとか、こういうものを活用して実施をする、

また、イベント等の発信もしていくということ、

あとお花見の情報とかも随時入れていく、こうい

うことに関しましてＡ社のほうがプラスされたと

いう形になります。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今の同じところなんですが、今ほどの

説明が余り、それを聞いていると、公園の業務の

内容で、許可に関することとか、あるいは公園の

使い方というようなことで、市民サービス、公園

なので住民サービスが一番大切がところだと思う

んですけれども、少なくとも選定結果の表を見る

限り、市のほうは住民サービスの向上ではなくて

お金のことで決めたとしか思えないんですけれど

も、そこのところを明確に説明をお願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 この採点の結果から見られる

と、今委員おっしゃられるとおり、９点と11点、

また12点という中での点数で、この部分、２の住

民サービスの向上ではＡ社のほうが高かったとい

うのは現実であります。 

  ただ、こちら、選定の考え方等でも説明しまし

たとおり、ある意味、今委員おっしゃられるとお

り、お金の部分も加点として加味しておりますの

で、その部分に関しましては委員おっしゃるとお

りと考えます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そのお金の部分なんですが、きのうの

質疑の中で、30点が満点だというお話だったんで

すね。先ほどの中に30点というのがありましたよ

ね、キャリアコーチさん。ここの場合、10点と６

点というんですが、本当はきのうここのところを

明確に答えていただきたかったんですが、お答え

なかったので、30点が満点で、ここで10点と６点

というのが何がどう違ったのか、もし差し支えな

ければ、金額を教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら、まず、市の提案上限

額は、年当たりにしますと6,765万7,000円となっ

ております。シルバーさんの提案額は6,591万

9,000円となっております。また、Ａ社におきま

しては6,660万円となっております。 

  こちら、管理費の削減におきましては、削減期
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待額というのを設けまして、市の提案額引く各団

体の提案額割る削減期待額というのをパーセント

で出しまして、掛ける配点30点という形でやって

おります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっと電卓がなくて、頭の計算なの

でちょっと正確かどうかわからないんですが、

6,759万7,000円を示している中で、シルバー人材

が6,591万9,000円とおっしゃいましたね。Ａ社の

ほうが6,660万円とおっしゃいましたよね。それ

の差って100万円ぐらいですよね。年間で差が100

万円ぐらいだと思うんですね。 

  6,700万円に対して差が100万円というのは、私

の感覚からすると、余り大きい金額だとは思わな

いんですけれども、それの差が10点と６点、さっ

きの計算の仕方はちょっと私、頭の中でうまくわ

からないんですが、そういうふうに出るというこ

とは、やはりお金がちょっとでも安ければ安いほ

うがいいという考えなんですよね。確認です。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 どちらに重きを置くかという

と、配点といたしましては、まず、70点、施設管

理運営能力及び住民サービスの向上が７割になっ

ておると思うんです。プラス３割の部分が加点と

してなっておりますので、重きを置いているのは

やはり１番、２番というふうに、こちらは考えて

おります。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 考えておりますはわかるんですが、い

いんです。考えていたとしても、私はこの表が出

てきているわけですので、この表の結果から見る

と、30点の分で結局ひっくり返っているわけです

よね。 

  お金を聞きましたら、例えば6,765万円に対し

て片方が5,000万円だった、片方が6,000万円だっ

たとかという差だったら、もう少し納得できたん

ですが、差はほとんどないですよね。計算をする

と出てくるから、10と６になると思うんですが、

もともとそういう計算の仕方になっているのは決

まりなんでしょうけれども、ですから、市のほう

はお金が第一なんですよねと聞いているんです。

としか思えないんですよ、これで見ると。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  部長。 

○君島建設部長 結果、小計のところで１点差が最

後の合計点数でひっくり返っているということな

ので、金額での結果になるでしょうという話かと

思うんですが、要するに、最初から提案を求める

際には、金額も含めた総合点数の高いほうが選定

者に選ばれますよという話を出しての上です。 

  その際に、管理経費の削減については満点で30

点ですよと、これも出しております。ですので、

例えば、どうしても自分のところで企業努力をし

て、金額を安くして出すということで出してもら

えれば、30点まではプラスになります。 

  単純にいえば、Ａ社は小計点数で１点上回って

いましたが、管理経費の削減のところでは、結果

６点になる分の削減しかできなかったということ

であります。 

  確かに、ここでひっくり返っているので、お金

での結果になるでしょうといえば、最終的には管

理経費の削減を含めた高いほうが合格になります

よと言っておりますので、それはもともと指定管

理にする際の事項として出しておりますので、そ

れはお互いに納得した上で出してもらっています

し、うちのほうもそれを正当に評価した結果だと

いうふうに考えております。 

  以上です。 
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○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 69万円の差だと思うんですね。それぐ

らいの差で、もともとが6,765万円からすると、

１％ぐらいの差だと思うんですね。それが１年間

で。というふうに考えますと、これだけの37の施

設の管理からすると、私からするとすごく差は少

ないんだろうなというふうな感覚を持ちます。そ

ういう中で、ここで言うことではないかもしれな

いのでちょっとあれなんですけれども、そういう

中で、上の部分、70点の部分で、しっかりと住民

サービスの向上が差がある、先ほど聞いておりま

したら、ＳＮＳで出すとかいうのは、住民からし

たらとてもやっぱり聞きたいことの１つであって、

今、シルバー人材は逆に余りそういうことはやっ

ていないと思うので、そういうところの評価を市

の方たちは住民サービスを重く思っていないとし

か考えられない結果なので、そこのところを例え

ば市が提案したものより下回っていれば、それで

オーケーというような考え方はしないんですか。

改めて。 

  両方下がっているわけですから、提案している

ものより下がっていますよね。下がっている部分

が１％ぐらいの差しかないものをここで点数が４

点も変わるということは納得ができないんです。 

○櫻田委員長 部長。 

○君島建設部長 これは繰り返しになってしまうか

もしれませんが、小計の点数もトータルをしまし

て１点差しかないということであります。これは

全て小計の中で１番、２番を合計して42点以上と

っていれば合格ですよというふうになっておりま

して、これについてはシルバー人材センターもＡ

社のほうも合格になっております。 

  そこではトータルすると、１点差しかなかった

という中で、最終的な選定結果については、金額

についてこれが全体の30％を占めますよという中

で、そこでは４点差がついて、最終的な合計点数

が62点と59点になったということでありますので、

この結果が全ての評価の結果であるというふうな

ことであります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 きのう私も質疑をしたんですけれども、

３の管理経費の削減の削減予定額というのは設定

されているんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○大野都市整備係長 削減期待額という形で、削減

期待額については、黒磯公園ほか37施設において

は、約８％の削減額を削減期待額として設定して

おります。 

  鳥野目河川公園については、削減額については

約５％の削減期待額という形で設定をしておりま

す。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 きのう説明いただいた中で、先ほども

ありましたけれども、満点が30点、ただし満点で

も零点でも、それは零点だからといって全く削減

していないというわけではないですよという副市

長の答弁があったんですね。私なんかが考えると

ゼロというのは全く削減されていない数字が出て

きて、そういう評価になっているのかなと思った

んですが、そうすると、零点から30点の削減額の

評価というのは、それぞれ１点ずつ幅があって設

定されているという理解でいいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら、先ほど計算式をお示

ししたとおり、うちのほうの提案上限額、例えば

黒磯公園ほか37施設におきましては、提案上限額

が6,765万7,000円になっております。年間でです
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ね。それに対して提案額、シルバー人材センター

は6,591万9,000円、これを引いた金額、これに対

して今説明があった削減期待額を分母に持ってき

まして、パーセントというか小数点の数字が出る

と思います。掛ける30点という形になります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 掛ける30のいきなり30というけれども、

じゃ30は根拠はという話。 

○櫻田委員長 課長。 

○松本都市整備課長 配点です。 

  今回の指定管理者の配点におきまして、先ほど

言いましたように、まず、１番、２番では70点の

配点にしております。３番、管理経費の削減に関

しましては、加点として30点という形の配点にし

ております。その30点の中で、それに対して削減

率を出すということなんですけれども。期待額に

対して。例えば、今回、黒磯公園ほか37都市公園

の場合は、８％というのが541万2,560円という金

額になります。削減期待額がです。シルバー人材

センターは削減額は173万8,000円となりまして、

先ほど言ったそれを541万2,560円で割るとパーセ

ントが出ます。小数点のある数字が出ますので、

掛ける30になると、細かくいいますと、9.63とい

う数字になります。 

○櫻田委員長 課長、数式とその数が公開であるの

であれば、そこのところをレターケースに入れて

おいてください。この場で聞いたってわからない

よ。だから、大丈夫ですよね、課長。それは公開

は大丈夫でしょう。数式は大丈夫でしょう。とり

あえず、可能な限りレターケースに、ここで今聞

いたってわからないから。 

  吉成委員。 

○吉成委員 確認したいんですが、２社、３社とい

う場合には、当然競い合うわけですけれども、そ

うじゃなくて、単独がありますよね。なおかつ単

独であって、３の管理経費の削減という部分がゼ

ロとなった場合に、ほかないんですから、ほかの

手を挙げているところはないので、このゼロはも

うちょっと工夫できないのか。削減できないのか、

というような申し入れはしないんですか。選定前

に。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 あくまでもこの選定前は応募

団体の書類の中で提案額も求めますので、それを

１社だからといってそれを個別に金額の交渉とい

うのはできないです。 

  ただ、今回、こちら選定いただいた中で、今度

議決いただければ、協定を結ぶようになります。

協定書の中での協議というのは出てくるかと思い

ます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 協定書を結ぶ際の協議の中で、そうい

う提案をすることは可能だという理解でいいわけ

ですか。今の説明からいくと。 

○櫻田委員長 課長。 

○松本都市整備課長 指定管理者におきましては、

選定いただいた結果をもちまして、今度この選定

団体と協定書の締結という運びになりますので、

そういった協議は出てくるかと思います。相手が

あってのことだと思いますけれども。詳細な業務

内容等も含めての協定になりますので、その辺の

協議は出てきます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 答弁になっていないよ。 

  あと、正直な話、これ、最終的にはそこを都市

整備で決めるんでしょう。契約検査課は確認だけ

でしょう。出てきたところをＡかＢか決めるとい

うのはどこなんですか。その辺がわかっているか
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わかっていないかで全然答弁は違う。 

  課長。 

○松本都市整備課長 まずはこちら、指定管理者の

制度については企画部で行っております。また、

この選定の最終的な庁内の決定機関は、きのうの

答弁でありましたように、副市長を頭とします指

定管理者選定委員会の中で都市整備課に限らずほ

かの施設も含めて、そちらのほうで最終的な結果

をいただきます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 ちょっとこちらで話していて、

聞き忘れかもしれませんけれども、ちょっともう

一度確認させてください。 

  92ページの先ほどの４の選定結果の３の経費削

減のところのゼロというのは、相手の業者さんは

数字はわかっているんですか。わかっていないん

ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら募集要項に書いており

まして、提案上限額は公表しております。 

○櫻田委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 ということは、競争相手がいな

ければもう満額で出してもとれるということは前

提だと考えてよろしいですか。そういうことにな

りますよね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 競争相手がいないかどうかと

いうのは結果になってしまうかと思うんですけれ

ども、いなければ結果的にはそういうこともあり

得るかと思います。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今のはわかりました。 

  あと90ページなんですけれども、公園ですよね。

品質管理ということでちょっとお話を伺いたいん

ですけれども、公園というのは、例えば土木のコ

ンクリート製品だと出来高というのがある程度基

準があって、高さとか幅とか大きさとか、わかる

んですけれども、公園だと草刈りの面積とか、そ

れから木の剪定なんかも入ってくると思うんです

よね。住民サービスとしてはきれいな公園であっ

てほしいわけなんですけれども、これをきちんと

やらないで、年に３回も４回も、例えば芝刈り単

独で見たときに、夏なんか毎日刈る、そうすると、

ゴルフ練習場みたいにきれいになるかもしれない

し年に１回だと２回だのとすればぼうぼうで済ん

じゃうんですけれども、そうすると人件費が違い

ますよね。Ａ社、Ｂ社と考えたときに、その辺の

違いというのは、はっきり同じような水準で維持

管理できる条件というのはここで理解できている

んでしょうか。それはどういう形で理解している

と判断できるんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちらにおきましては、指定

管理者を募集する際に募集要項とあわせまして、

指定管理業務仕様書というのを提示しておりまし

て、そこに今おっしゃられました細かい芝刈りの

回数とか剪定の回数とか、例えば公園の話ですと、

38の公園それぞれにおきまして業務を細かく提示

しております。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 じゃ、再度確認ですけれども、

そうすると、管理経費削減ということだと、Ａ社

とＢ社でも、当然同じように木１本にしても同じ

ような樹勢であったり、芝にしたら同じような高

さでいつも管理されているとか、それは間違いな

く管理できていて、それは誰がどういう体制で管
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理をするという仕組みになっているか、ちょっと

教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちらにおきまして、指定管

理者のほうから毎月報告を受けます。また、その

都度、状況に応じて都市整備課のほうで公園担当

部分で現地確認等もしております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 期待額８％というものは、ここまで落

とせる腹案というんでしょうか。８％は業者は知

っているわけですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 削減期待額に関しましては、

公表しておりません。 

○櫻田委員長 その他何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 再三すみません、市が指定管理者を指

定することの指定管理料を提案額を出しているの

にもかかわらず、削減を期待しているというもの

を持っているということは、提案額が正しくない

ということなんですか。 

○櫻田委員長 山本委員に申し上げます。 

  議題の範囲を超えていると思うので、その他か

何かでやってくれますか。 

○山本委員 わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 ８％を期待しているということは、そ

れでやれるということで思っているわけですよね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちらにおきましては、人件

費また、団体の経費等で、今までの実績等を勘案

した計算の結果が８％、金額で出たところ、その

金額を直すと８％という結果になっておりまして、

そこまでは対応できるというような算定をしたと

ころであります。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時０２分 

 

再開 午後 零時５８分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  なお、傍聴者がいますので、議会基本条例第７

条により議会の会議は公開を原則としております。

当常任委員会の傍聴希望がありましたので、委員

会条例第17条及び先例に基づき、これを許可いた

します。 

  それでは、これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第97号 公の施設の指定管理の指定につい
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ては原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第97号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 これより予算常任委員会（第三分科

会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 （議案第72号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  山本委員。 

○山本委員 ８ページの下の市営住宅の管理のこと

なんですが、これ、先ほどの指定管理の中の説明

で、具体的に東陽宅建にというふうに書いてあっ

たんですけれども、その回線とか通信とかは市と

東陽宅建でつなぐということの費用でよろしいん

ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 今、委員おっしゃられたとお

り、東陽宅建ではなく不動産業共同組合と東陽宅

建の共同事業体になりますけれども、そちらが事

務所を構えることになっておりますので、そちら

と市をつなぐ回線設置、また通信料となっており

ます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 これ、来年３月までの補正になってい

るんですが、来年度になりますと、その後、どこ

の部分がかかってくるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○伊藤住宅係長 基本的に、来年度以降かかってく

るものにつきましては、まず、通信運搬費の中の

指定管理者に行く分としましては、公営住宅シス

テムネットワーク通信費というもの、こちらが２

回線分、市から事務所に行く分と事業所から市に

来る分という形で２回線あるんですが、１回線分

につきましては指定管理者のほうで負担、あとの

残り委託料、システムの保守ですね。こちらとハ

ードウェアのリース料、こちらは来年度以降も発

生してくるということでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 確認ですが、今、山本委員が質疑され

た上のまちづくり事業費の例の那須塩原駅東口バ

リアフリー化のエレベーター設置の件なんですが、

９月に説明を受けて、今回も質疑が出されて、実

際には28年度、29年度の債務負担行為になってい

たのは29年度での事業になるという説明だったわ

けですけれども、これがずれ込むということはも

うないという理解でいいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら、今回は実施設計業務

におきまして債務負担行為となっておりまして、

今この補正予算づけ、また庁内決定等うけました

ら、前回説明させていただいたとおり１月にＪＲ

と協定を結びまして、協定を結んだ後、すぐに実

施設計業務に入ります。こちらが28年度、29年度
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で、今の予定としましては29年12月までには設計

が終わるというふうに考えております。 

  引き続き、工事のほうの協定、施工協定に入り

ます。こちらが30年度当初に協定を結びたい、工

事にかかわる協定を結び、設置工事のほうは30年

度、31年度２カ年という予定でおります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ９月の説明で、ＪＲの対応というもの

に対する内容について、我々説明受けたわけです

けれども、そういう説明からすると、１月に不測

の事態が起こるなんていうことも全くゼロではな

いような気がしたんですね。そういうことがあっ

たものですから、これはもう間違いなく、今、課

長の説明どおり今後は進んでいくということでよ

ろしいわけですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 おっしゃられるとおり、確か

に今回の協定を結ぶまでにはいろいろ事前協議と

いう中ではすごい日数がかかったのは事実であり

ます。もう本協定に入りましたので、これからは

そんなにおくれることなく、進められると市側と

しては考えております。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 ８ページの５項２目で、新規で

先ほど言った市営住宅のことですけれども、一番

下の指定管理者導入にかかわる公営住宅システム

機器という24万6,000円の内訳ですけれども、パ

ソコンとかプリンターとかというふうなためにな

るのかなと思うんですが、ちょっと詳細をお聞か

せください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○伊藤住宅係長 委員のおっしゃるとおり、パソコ

ン機器とプリンター、あとそれにかかわるいろん

なパソコンにかかわる機器類のリースということ

でございます。 

○櫻田委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 それについてはわかりました。 

  その上のシステム機器ソフトウェア保守、ネッ

トワーク設定については、詳細はどういったもの

かお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○伊藤住宅係長 まず、システムネットワーク設定

業務委託、こちらのほうにつきましては、今現在、

市役所内にあるサーバーという形でパソコンを集

中的に情報集積というところがあるんですが、こ

ちらに仮想サーバーといいまして、新たな市営住

宅のシステム専用のサーバー機といったものを設

置します。そのための設置の業務委託の費用でご

ざいます。 

  あと、そのほかの保守なんですが、まず、シス

テムのハード保守につきましては、機械、パソコ

ンの本体とかこちらのほうの保守、保守の内容と

しましては、今利用ができるような指導とか緊急

時の対応とか、こういったものの保守の内容でご

ざいます。 

  あとその下のオラクル等システム保守というの

があるんですが、こちらにつきましては、ソフト

ウェアの名称がオラクルといいまして、こちらの

ほうの保守の業務という形になっております。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木（紀）委員。 

○鈴木（紀）委員 その中で、このネットワークを

つくる中身的には、個人情報的なものは入ってく

るのかどうなのか、それによってはセキュリティ

の問題もかかわってくるのかなと思うんですが、

そこのところだけ、どういう形になっているのか
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お聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○伊藤住宅係長 委員ご指摘のとおり、個人情報、

マイナンバーといったものが入ってまいります。

そのほか入居者の収入の状況とか、こういったも

のが入ってまいります。 

  こちらのほうのセキュリティーなんですが、こ

ちらのほうのサーバー機、今現在市が使っていま

す情報系端末、基幹系端末というのがあるんです

が、こちらのほうのサーバー機と一体となってお

りまして、あわせた形でセキュリティー対策とい

うものは行ってまいります。そのため、問題はな

いというふうな認識ではおります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 債務負担行為の市営住宅管理運営

の中なんですが以前、質問したんですが、30万円

までの物品費の交換に関しては指定管理者のほう

で修繕するというお話を聞いたことがあるんです

が、それも含めての額ということでよろしいでし

ょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 委員おっしゃるとおり、30万

円までの修繕料に関しましては、今回の指定管理

料の中で指定管理者が行うものとなっております。 

○櫻田委員長 それでは、ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時１８分 

 

再開 午後 １時１９分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第72号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

  課長。 

○松本都市整備課長 （（仮称）まちなか交流セン

ター整備事業の進捗状況について） 

○櫻田委員長 その他何かありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それでは、そのほかないようですの

で、都市整備課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時２８分 

 

再開 午後 １時２９分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○櫻田委員長 それでは、道路課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 これより予算常任委員会（第三分科

会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○大木道路課長 （議案第72号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見等をお受けいたします。何かございま

せんか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ８ページの2001事業なんですけ

れども、当初は道路用地、下永田274号線それか

ら石林を予定していたと思うんですよね。予算を

とっていたわけですから、その後、物件移転補償

でその下のほう、逆に予算をつけかえたというこ

となんですけれども、予定していたところ減額に

なって、こっちは後から予算つけたという言い方

なんですけれども、その辺の経緯をもうちょっと

詳しく知りたいんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、用地交渉において、いわゆ

る用地費と補償費については、担当課のほうとし

てはセットということで考えております。つまり、

１軒のうちで用地費だけ先に契約をして、終わら

せて、その後、補償ということは、上に物件があ

るのは一体なもので、交渉といいますか、契約自

体は１つだということで、全体的な用地費と工事

補償費の組み合わせの中で、どの部分、どのうち

をといいますか、ご協力をいただいて移転を補償

するかということを決めての計画です。 

  今回については、ちょっと個人名は差し控えた

いと思うんですけれども、個人情報ありますから、

石林二つ室線の地権者から建物について、早期補

償の要求があった。つまり、補償については、そ

の相手方の生活設計とかがかなりかかわってくる

ので、できる限り、担当課、道路課としましては、

意向を踏まえた形の交渉をしたいという中で、こ

こを何としても優先して補償したいということで、

補償費をふやしたと。その分、どこかからお金を

持ってこなくちゃならないので、用地費といいま

すか、土地購入費のほうを削ったと、こういうこ

とになります。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 



－104－ 

○鈴木（紀）委員 ７ページの一番下の道路除雪対

策事業費ということで、ホイルローダー、除雪用

トラック、さっき説明では仕様変更等において、

トラックについては７ｔから５ｔにという変更に

なった理由を言いましたけれども、もう少し詳細

にホイルローダーは当初幾ら見込みで、予算額と

いうんですか、予定額で幾らになったのか。仕様

もどういうふうに変わったのかという部分の説明

をお願いしたい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、ホイルローダーなんですが、

当初の予算額のほうからご説明いたします。予算

額については、1,500万円で計上しておりました。

これが仕様の見直しによりまして、設計額の時点

で1,139万3,062円になると。 

  仕様の見直しの部分なんですが、大きな部分で

は、プラウ、つまり除雪の排土板といいますか、

先に押していくものをマルチプラウということで、

ちょっと丁寧に説明しますけれども、通常こうい

った形のラッセルの除雪機械があるんですね。あ

と逆にこういうユー型の中にためる除雪機、こう

いうふうな形の自由に前に後ろにできるものをマ

ルチプラウと言うんですが、当初それで計上して

おりました。そのマルチプラウというのは、あと

はこういった形のアングリングプラウというんで

すけれども、そういうアングリング機能もありま

す。予算の要求時は、それで考えていたんですが、

実際に発注時に私どもの実際の除雪をやる現業職

員の意見を踏まえて詳細に検討した結果、マルチ

プラウはあれば便利なんですけれども、余り使用

頻度が少ないという結論になりまして、あえて使

用頻度が少ないものを高いお金をかけて購入する

のも何だということで、アングリングプラウとい

うことで、こういった部分についてはぜひとも必

要という、そういう仕様に変えまして、結果的に

安くなったということでございます。 

  あと、除雪用トラックについては、設計の予算

額が2,000万円、それに対して設計額、発注時の

見直しの中で1,363万2,828円になったと。 

  これの大きな部分については、冒頭説明したよ

うに、除雪については、当然生活道路等について

は、狭い道も除雪の依頼がございます。できる限

りそういった部分についても対応していくという

ことで、コンパクトな機動性の高い機種に変えた

と、これも実際に除雪をやる現業職員等の意見を

踏まえながら判断したという部分もあるわけなん

ですね。そういう経緯で安価になったといいます

か、低い価格になったということでございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 1,500万から1,100万ともう１台

のほうが2,000万から1,300万、1,400万弱という

ことで、現業のほうからその頻度という話なんで

すけれども、予算を出すときにそういったことま

で入れた中で、意見を聞いた中で出さなかったの

かというのは、当然出てくると思うんだけれども、

そこら辺のところはどういうふうに考えて。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 非常に厳しい意見で、今回のもの

については、一つの反省材料として、今後の予算

要求時には、十分実際に実務に携わる職員、これ

らの意見も十分踏まえて予算要求をしたいという

ふうに反省しているところでございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、８ページの防災安全交付金事業

の中の委託料、島方横２号線無名橋取りつけ道路

設計となっているんですが、当初予算でこれ工事

費として400万円計上されていたと思うんですね。
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今回減額補正ということで、ここに計上されてい

るわけですけれども、そこの内容を詳しく説明を

願いたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 当初工事請負費として計上してあ

りましたのは、基本的に無名橋については、１級

河川熊川の改修に基づいてつけかえるということ

で、県への負担金がメーンでございます。その

400万円というのは、その前後の河川改修に関係

しないアプローチの部分、前後の取りつけの部分

ということで、若干工事費的なものが発生するん

じゃないかということで、当初見込んで予算計上

しております。実際には、県との工程調整の結果、

まだかけかえにも至らないという中で、今の段階

ではまだ工事を発注する部分まで至っていないと

いうことで、今後必要なわけなんですけれども、

今年度については落としたと、こういうことです。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、確かに当初予算では県へ

の事業費負担金ということで400万円の計上にな

っていたわけですね、今説明どおりだと思うんで

すが、今回そうすると、この取りつけ道路設計費

として載っていますよね。そこがどうして違うの

かなと思うんですが。 

○櫻田委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４７分 

 

再開 午後 １時４８分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 若干説明が誤った点がございまし

た。当初の無名橋については…… 

〔「係長が説明して」「皆さん説明員なん

だから、誰か説明して」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 課長。 

○大木道路課長 今の吉成委員の質問なんですが、

当初見ていたのが、予算計上されていたのが島方

横２号線の無名橋については、委託費の100万で、

19節については負担金ということで…… 

○櫻田委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４９分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  答弁を求めます。 

  係長。 

○広瀬用地係長 島方横２号線に関しては、当初委

託料と負担金という形で予算計上されていまして、

委託料に関しては取りつけ道路の設計の委託料と

いう形で予算計上させていただいておりまして、

残りは負担金を計上させていただいておりました。

ということで、委託料は取りつけ道路の委託料、

負担金は県のほうの土質調査とかの橋梁の関係の

委託を県のほうでかけていますので、そのアロケ

ーションに関する負担金ということで予算計上さ

せていただいております。今回の委託料の減額に

関しては、そちらの委託料の入札差金ということ

で減額になっている部分の減額、それで入札で確

定しておりますので、それに関する減額というこ

とになります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 
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○吉成委員 ちょっと私勘違いしていたんで、設計

測量のほうのここで出てきている委託料は100万

ということになる、もともとの当初は100万円だ

ったということなわけですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○広瀬用地係長 それの…… 

○櫻田委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５１分 

 

再開 午後 １時５２分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 何回も大変申しわけありません。 

  まず、先ほど100万と言いましたのは、当初予

算は委託料100万でありましたが、それをさきの

９月補正で組み替えをさせていただきまして、こ

れが1,500万になっております。今回、発注設計

及び入札執行等でお金が確定しましたので、700

万に今回12月補正で減額しているところでござい

ます。700万減額して残金が800。あわせて19節負

担金、これについては熊川改修に伴う県のほうが

メーンになって橋のかけかえをしますので、県の

ほうにお願いしてやっているところの負担金なん

ですが、こちらが当初予算では400万になってい

ました。これを９月補正で500万にふやした、100

万増額したと。これについては、今後もこの予算

額で執行したい。県のほうに負担金を支出したい

ということで考えております。 

  つまり、今回の12月補正では、13節、1,500万、

19節負担金あわせて島方横２号線無名橋だけでい

きますと、2,000万予算があるわけなんですが、

それを700万減額しまして、最終的に1,300万にし

たいということでございます。 

  冒頭、私のほうで取りつけ道路のと言ったのは、

非常に申しわけなかったです。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 同ページの上から２項目めです

けれども、工事請負費、ときわが丘通り線なんで

すけれども、同様に二区町・緑線ですね。これの

設計はいつ終わっていたものですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 二区町・緑線につきましては、設

計については、一応一番最初事業着手する後に一

番最初には測量をやって詳細設計という形になり

ますので、ちょっとお時間いただきます。 

○櫻田委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５４分 

 

再開 午後 １時５５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、二区町・緑線については、

平成25年に詳細設計をかけております。もう一つ、

ときわが丘通り線については、これは舗装、改築

といいますか、舗装なんで、こちらのほうについ

ては直営で設計をしております。ですから詳細設

計はかけてございません。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 
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○鈴木（伸）委員 では、続いて、その下の公有財

産購入費の土地購入費なんですけれども、これ減

額ということなんですけれども、これの理由だけ

教えていただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 公有財産購入費については、井口

966号線から湯街道２号線まで４路線ございます。 

  まず１路線ごとに説明しますと、井口966号線

については、事業執行計画調整とあわせまして、

当初今年度用地取得を予定していました大きな地

権者がいたわけなんですけれども、なかなか用地

交渉がうまくいかないということで、他路線に振

りかえている部分がございます。 

  続きまして、黒磯西岩崎線と石林東赤田線につ

いては、湯街道２号線が地権者といいますか、家

屋所有者、物件補償の相手方から、やはりこちら

も早期の補償要求がございまして、こちらに振り

分けなくちゃならないということで、こちらの土

地購入費を落としまして、湯街道２号線の補償費

へ組み替えて持っていったということでございま

す。 

  同じく、土地購入費の湯街道２号線、こちらの

ほうについても物件補償のほうに組み替えるため

に土地購入費を落とした、こういうことでござい

ます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 用地交渉が難航しているとか、

そういうことではなくて、応じているんだけれど

も、補償費に回したいとか、そういう解釈でよろ

しいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 今おっしゃるとおりで、積極的に

協力するんで、早目に用地補償をしてほしいとい

う強い声に応えたような形の組み替えでございま

す。 

○櫻田委員長 そのほかありますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第72号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

〔「何もございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 その他ないようですので、道路課の

審査を終了いたします。 

  これで建設部の今定例会における審査は終了と

なりますが、建設部全体として何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 なければ、以上で建設部の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、10分間休憩いた

します。 

 

休憩 午後 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時１１分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○櫻田委員長 初めに、佐藤事務局長からご挨拶を

いただきたいと思います。 

  局長。 

○佐藤農業委員会事務局長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 それでは、農業委員会事務局の審査

に入ります。 

  議案第86号 那須塩原市農業委員会の委員及び

農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制

定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  局長。 

○佐藤農業委員会事務局長 （議案第86号について

説明。） 

○櫻田委員長 それでは、説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。

何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 先にちょっと委員長に確認して

から質問しますけれども、ここまで質問していい

かどうかわからないんですけれども、人数が逆に

いうと38名から64名、単純にふえたんだと思うん

ですけれども、それから事務量がふえたのか、減

ったのか、ちょっとはっきりわからないんですが、

これによって市のほうから人件費等、事務運営費

等の負担というのはふえるのか減るのか、同じな

のか、その辺はいかがなものなんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○佐藤農業委員会事務局長 実際に人数がふえると

いうことですので、ある程度の費用負担はやむを

得ないところであります。 

  また、農地利用最適化推進委員につきましては、

非常勤の特別職ということで新たに設けますので、

その辺の報酬の規定も今後条例のほうで制定して、

ご審議いただくということになろうかと思います。 

  また、この関係の費用につきましては、来年７
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月からということで、来年３月の当初予算のほう

で細かい数字になろうかと思うので、その辺の精

査、積み上げを今しているところということでご

ざいます。 

  当然ながら農業委員の部分で18名減りますが、

推進委員の部分で44名丸々ふえるということにな

りますので、倍とは言いませんが、ある程度の負

担等にはなるのではないかというところで考えて

おります。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 今回の定数、農業委員のほうお聞きし

ますけれども、選任が１人いるんで、実際に推薦

であったり、それから募集であったりということ

が今後あるんでしょうから、その人数としては19

人になるわけですよね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○佐藤農業委員会事務局長 当然ながら、候補者の

推薦、それから公募というところ、それから団体

からの推薦等もありますけれども、那須塩原市と

して20人を置くということになりますので、市内

の委員の方ということに限らず、住所要件がござ

いませんので、20名の方を定員として候補者を募

るというやり方になります。 

  また、加えますが、その辺の応募の方法とか、

そういう部分については、今後また例規等で調整

して、様式等々を制定していくという手続になろ

うかと思います。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 この定数を決めるに当たって、先ほど

３分類があって、その中の那須塩原市は真ん中に

なって19名でという話があって、そこはわかるん

ですけれども、基本的には定数に対して約半分ぐ

らいは認定農業者を充てるべきというふうに農水

省のほうから出されていると思うんですね。その

ほかに全く農業に関係ない非農業者、そういった

方も選びなさい。あとこれまでも議会のほうから

は女性の登用ということで上げてきましたけれど

も、女性、それから若者も農業委員にしなさいよ

というふうになっているんですね。その辺の検討

というのはされたわけですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○佐藤農業委員会事務局長 吉成委員がおっしゃる

ように、当然今回の改正法の中でも女性委員並び

に若年者の登用ということが義務に近いことの表

現で出されております。これにつきましては、実

際候補者をこれからということでやっていくとい

うことなものですから、実際にまだ設定は設けて

いないということですが、実際に女性団体のほう

から女性の登用をお願いしますということで、口

頭で来庁されまして要望されたという経緯もござ

います。 

  これにつきましては最低限、今議会から選任い

ただいております４名の方、これらの継続、それ

らも要望していきたいなということで、当然なが

ら38名の方全員が残れれば農業委員会の組織運営

に本当にありがたいところでありますが、いずれ

にしても20名枠の中に、おっしゃられるように利

害関係のない方を１名入れる、それで合計20名に

なるということもありますので、新たな視野で候

補者を募るということもあります。この辺につい

ては、十分時間をかけてＰＲ、周知させていただ

いて、最終的には適任者を市長が人事案件として

出すということになりますので、その手続等々、

着実に進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あと１点、確認したいんですが、農業
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委員と推進委員と兼任しても構わないんでしょう

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○佐藤農業委員会事務局長 農業委員と推進委員と

両方に応募はできるんですが、どちらかしか委嘱

はできない、任命はできないということになりま

す。そういう規定になっています。 

○櫻田委員長 そのほか何かありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時２５分 

 

再開 午後 ２時２６分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第86号 那須塩原市農業委員会の委員及び

農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制

定については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第86号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第90号 那須塩原市証人

等の実費弁償に関する条例の一部改正についてを

議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  局長。 

○佐藤農業委員会事務局長 （議案第90号について

説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見等をお受けいたします。何かございま

すか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時３０分 

 

再開 午後 ２時３１分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第90号 那須塩原市証人等の実費弁償に関

する条例の一部改正については、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第90号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

  局長。 

○佐藤農業委員会事務局長 大変ありがとうござい

ました。 

  今回、議案２つ、条例制定及び改正と提案させ

ていただきましたが、今後も来年７月の改選期に

向けてまだまだ法整備ですね、条例等また要綱等

を詰めなければならないものもございます。先行

する自治体もございますので、それの動向を参考

にしながら、事務を進めておりますが、随時、担

当常任委員会委員の皆様方にご説明を行っていき

たいと思いますので、引き続きよろしくどうぞお

願いいたします。 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 （推進委員の農業委員会会議への出席

について） 

○櫻田委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、農業

委員会事務局の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ２時３４分 

 

再開 午後 ２時３９分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○櫻田委員長 初めに、藤田産業観光部長からご挨

拶をいただきたいと思います。 

  部長。 

○藤田産業観光部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 それでは、農務畜産課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第三分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 
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  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○久利生農務畜産課長 （議案第72号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑ご意見等をお受けいたします。何かございます

か。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、６ページの中山間地域活性

化対策事業のアグリパル塩原、これ質疑でも出ま

したけれども、アグリパル塩原会にということで、

16棟の補助で今説明を課長からいただいた20坪か

ら60坪ということなんですが、作付の作物はどん

なものなんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農務畜産課長 こちらはあくまでの県のほ

うの追加要望ということで、アグリパルのほうで

急遽手を挙げさせていただいたものでございます

ので、パイプハウスを実施するということが確定

しておりますが、地元で生産可能なものというこ

とでございます。今後検討ということになります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ということは、その事業計画的なもの

は、出さなくてもいいということで補助金は出る

ということですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農務畜産課長 こちらにつきましては、先

ほど説明いたしましたけれども、条件としては地

域の直売所、こちらのほうへの出荷が義務づけら

れておりますが、それから逸脱するようなもので

なければ、対象になるということでございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、確認でアグリパル塩原会には所

属している方々、幾つの農家があるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農務畜産課長 大変申しわけございません。

こちらのアグリパル塩原会に参画している農業者

数というご質問かと思いますけれども、申しわけ

ございません。今手元に資料がございませんので、

答弁は勘弁していただきたいと思います。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 ７ページのクラスター協議会に対する

補助金のことなんですけれども、これ真ん中の計

画変更額はとても大きいんですけれども、これを

なくしたということなんですが、２つの協議会に

ということのもう少し説明をお願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農務畜産課長 こちら２つの計画の変更が

あったということでございますが、２つの協議会

につきましては、まず１つ目が日の出地区、失礼

しました百村でございます。それと２つ目が瑞穂

の２つでございますけれども、こちらは実は国の

ほうの補正予算がございまして、この場合に第２

次補正ということになるわけでございますが、内

容としまして、この畜産クラスター関連の事業に

ついては、事前の知らせとして、来年度、平成29

年度の国のほうの予算要求がなされていないとい

うことがございます。今回の補正の中で、あらか

じめ予定するものを表記しておいてくださいとい

うような連絡が入りまして、それによって２つの

協議会のほうで、事業を実施するということで、

今回手を挙げさせていただいたものです。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっとよくわからなかったのですが、

つまり来年度はないから、補正で先に出しますよ
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という意味なんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農務畜産課長 そのとおりでございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 それぞれ何をどうするのか、教えてく

ださい。何を増額して、何をするのか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○若目田畜産振興係長 増額なんですけれども、百

村の里畜産クラスター協議会ということで、１つ

これが事業費のほうが１億8,000万というものが

変更のほうでは４億6,700万ということで増額し

ております。当初は堆肥舎１棟という予定だった

んですが、それが不採択になったということで、

２回目のほうについては、ユニバーサル農業、障

害者雇用ですね、そういったものを入れたいとい

うことで堆肥舎１棟から牛舎１棟、面積のほうも

牛舎が3,760㎡、搾乳舎768㎡、その他牛舎の附帯

設備一式ということで、搾乳ロボットやパーラー

ですね、搾乳施設などがふえている結果となって

おります。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 今のは、百村の里の話なんですか、２

つ聞いたんです。瑞穂はどうなっていますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○若目田畜産振興係長 すみません、瑞穂農場なん

ですけれども、瑞穂農場の当初は肥育牛舎３棟及

び附帯設備ということで、変更が予定になってい

るんですけれども、肥育牛舎、３棟ということで

変わりないんですが、そのほか附帯設備というこ

とで、自動噴霧器とかそういったもので増額して

いるということで、当初が１億2,500万だったも

のが倍近くの２億7,800万近くになっているとい

うことです。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。何かご

ざいませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 昨年度、平成26年度の大雪によります

消費税相当額の返還金ということだったんですが、

歳入と歳出の金額の違いが出ているというのは、

どういうわけなんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農務畜産課長 歳入のほうで39万7,000円、

歳出のほうで31万7,000円ということでございま

すが、その差額分８万円につきましては、市のほ

うで補助をしている分がございます。これは市の

ほうで受け取りまして、残った分を国等へ返還す

るということでございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時５４分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第72号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

  課長。 

○久利生農務畜産課長 （ミルクタウン戦略につい

て、元気アップアグリプランについて、那須塩原

市オリジナル乳製品の研究開発に関する発表会及

び試食会について） 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 （キスミルに対する市民の受けとめ方

について） 

○櫻田委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、農務

畜産課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。10分後に会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 ３時０１分 

 

再開 午後 ３時１２分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○櫻田委員長 それでは、農林整備課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第三分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○久留生農林整備課長 （議案第72号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ちょっと今ごろ聞くの恥ずかし

い部分もあるんですけれども、７ページの１項７

目の農村基盤整備事業、先ほどの話ですと農業用

排水施設整備というふうに伺ったんですけれども、

農業用排水整備、この財源は３ページの21款の中

の１項に載っている農業債ということになってい

ますけれども、農業債であっても財源は結局一般

市民が払うことになるかのどうか。要するに農業

用だから農業者が払う、その経営者の中だけで払

うんじゃなくて、一般市民の人も負担するような

形になっているのかどうかということを一つお願
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いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久留生農林整備課長 1,000万の事業がありまし

て、このうちの75％が国と県で、残り25％は農業

債というのを財政のほうで組み込んでいるわけな

んですけれども、財源ということになれば結局国

民の税金ということに。 

〔「市民の税金」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 課長。 

○久留生農林整備課長 広く言えば市民の税金とい

うことになります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 例えば道路とか、それから市民

の体育館とか市民が一般的に使うものは当然建設

債みたいな形で市民の税収から払うのは当たり前

だと思うんですけれども、さっき言ったように農

業用排水路、普通河川みたいなのだったら一般だ

と思うんですけれども、農業用というものを、要

するに農業施設関係者が使うものを市が農業債と

いう形で起債して、その返済は市が返済すると結

果的には市民の税金になるんだけれども、一応そ

ういう考え方でよろしいものなんですかというこ

とを確認したいだけなんですけれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久留生農林整備課長 そのとおりでございます。 

○櫻田委員長 そのほかに何かございますか。 

〔「補足」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 課長。 

○久留生農林整備課長 広くこちら上の原地区の農

業用排水路といっても、個人のものというよりや

はり地域全体としての農業生産性の向上であった

り、広くその地区の雨水の排水ということもござ

いますので、地区に負担していただくばかりでは

なくて、広く市民の税金で支払うということでご

理解いただければと思います。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 歳入のほうの２ページなんですけれど

も、先ほど説明のときに国からのものが不採択に

なって県の補助の単独のと説明があったんですが、

農業の補助金は国が不採択になるとみんな県に持

ってくるということなんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久留生農林整備課長 そういうわけではないんで

すけれども、国の採択にならなかったということ

ですと全て市の財源でやるという形になる場合も

あるかと思いますけれども、今回県の単独事業と

いう予算のほうがあると県のほうとの協議の中で

そういう話があったものですから、少しでも市の

負担を減らすという観点からも県の補助金の導入

を図ったものでございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、基本的なところがわかっ

ていないのかもしれないんですけれども、農業の

いろいろな事業をやるに当たって、市は補助金が

国から出る出ない、あるいは県から出してもらえ

る出してもらえないということはまず置いておい

て、これが必要だと決めてから補助金があるとか、

採択になるとかというのを選んでこれを決めてい

るということなんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  部長。 

○藤田産業観光部長 基本的には委員おっしゃると

おり必要な事業だから実施するんだというのが一

番最初です。財源をどうしようかというのがその

次に来る。事業費負担が余りにも大き過ぎるとい



－116－ 

う場合には、必要だというふうに判断をした事業

であっても財政状況を勘案して取りやめるという

場合もございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 それともう一つ、ちょっと単純

な質問になると思いますけれども、３ページの21

款市債の中に先ほど言った１項２目に農業債、そ

れから１項７目に合併特例債で今の617の2001事

業に充当とどちらも書いてあるんですけれども、

その合計が今度７ページの支出のほうの合計2001

事業と合わないのはどういうことなんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久留生農林整備課長 合併特例債の場合の充当率

が95％で計算されているからその５％の分だけ合

わないんじゃないかと思います。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔「違う。これ結局……」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２４分 

 

再開 午後 ３時３１分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○久留生農林整備課長 わかりにくい説明で申しわ

けございませんでした。 

  先ほどの県のほうに振りかえた部分で不足した

分の30％を除く部分につきまして合併特例債を充

てるということで、全体としての事業費のほうに

は変更はございません。 

〔「質問の答えではない」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３２分 

 

再開 午後 ３時３３分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  課長。 

○久留生農林整備課長 すみません、こちらの事業

につきまして、国補事業を県単の事業に切りかえ

たということで財源の変更、合併特例債のほうに

財源の変更をさせていただいたということでの事

情でございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時３４分 

 

再開 午後 ３時３５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した



－117－ 

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第72号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 じゃ、ここで進行を副委員長にかえ

ます。 

（委員長、副委員長と交代） 

○櫻田委員長 （執行部の答弁について） 

○齊藤副委員長 委員長に進行を戻します。 

（副委員長、委員長と交代） 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんからほかに

何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、農林整備課の審

査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  執行部入れかえのため暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時３７分 

 

再開 午後 ３時４０分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○櫻田委員長 それでは、商工観光課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第三分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○八木沢商工観光課長 （議案第72号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 答えにくいのかもしれませんけ

れども、この予算を投じて得られる効果というの

は、どのような形で見えてくることを期待してい

ますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○八木沢商工観光課長 効果といいますか、これは

観光のほうでしょうか。 

○鈴木（伸）委員 ２つあるので、下の観光局プレ

ＤＣ対策。 

○八木沢商工観光課長 プレＤＣ対策につきまして

は、観光局を中心に観光プロモーションを地元対
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策ということで実施してございます。観光プロモ

ーションのほうはもちろんＪＲの駅を通じてもし

くは新聞、テレビ、雑誌等を通じてプロモーショ

ンしますけれども、当然お客様がいらっしゃる場

合に地元の磨き上げもしていかないといけないと

いうことであります。 

  当然ＤＣだけではありません。ＤＣ以後も２回、

３回リピーターとなって来ていただくために旅館、

ホテル等もしくは飲食店等でこういったキャンペ

ーンを行うことによりリピーターの確保について

全体が振興していくということで、それらの活性

化に向けた取り組みができるということで効果は

期待しているというところでございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今回820万という金額を予算し

ているわけですけれども、これを次年度またはそ

の次という形で継続がないと、逆に言うとそれが

板につくということがないのかもしれないんです

けれども、１回だけでその効果が十分得られると

思っているのか、今言った効果が今後もこういう

ことをしながら本当に観光客がリピーターがどん

どんふえていくということを念頭に考えているの

かということをお聞かせ願えますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  審議監。 

○木下産業観光部政策審議監 デスティネーション

キャンペーンそのものが、えてして単年度の３カ

月間の集客人員を競うようなキャンペーンになり

がちなんです。特に今県だとかＪＲさんも趣旨は

違いながらも結果の総評を見ていると、毎回前年

に比べて何％ふえましたとかという話になりがち

なんですけれども、それはそれとして私どもとす

ると、２年、３年、４年、５年と続けていくため

の仕組みと、それからこういう商品が磨き上げの

絶好の機会だというふうに考えているんです。 

  それから、もう一つは、ずっと申し上げてきて

いるのは観光キャンペーンではなくて、まちづく

り、町おこしのキャンペーンなんだということを

早く理解してくださいということを申し上げてい

るんです、農業、商業含めた。 

  ところが、なかなかまだその理解が、20年ぶり

のキャンペーンなものですから皆目見当がつかん

というのがまちの感想だと思うんですが、それを

何とか打破するためにこういうキャンペーンを張

りながら、エンドユーザー、つまり観光客に私ど

も那須塩原市が持っている素材を提供し、それを

みんなで協力して磨き上げていくことによって他

エリアとの差別化を図っていくというそのステッ

プになる事業だと思っているんです。 

  ここで言っていい話がどうかわかりませんけれ

ども、年初の中できちっと措置ができていればも

う少し長期的に、あるいは手の厚い、あるいは計

画的なことができるような気がしますので、ぜひ

その方向に来年の本番のデスティネーションキャ

ンペーンの際にはしていければと思っていますの

で、皆様のご理解を賜りたいと考えております。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 ちょっと中身だけ聞かせてくださ

い。 

  啓発用のフラッグのイメージがあればちょっと

お聞きしたいんですけれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○八木沢商工観光課長 フラッグにつきましては、

サッカーでよくプレーする前にチーム同士がこう

いうホームベース上のフラッグみたいなイメージ

のものが交換されると思うんですけれども、そう

いったものを店頭に飾って、こちらがデスティネ

ーションキャンペーン参加店といいますか、関係
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していますよというようなイメージで掲げてもら

うようなイメージをしています。 

  中身についてはまだデザインも含めてこれから

検討という形でおります。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 じゃ、のぼり旗ではなくて、そう

いう三角フラッグ形のものを差して迎えるという

イメージでいいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○八木沢商工観光課長 外に掲示すると景観条例の

関係で色とかいろいろ制限があるということで、

それに制限がない範囲で店頭にうまく飾れればと

いうイメージを持っています。 

○齊藤副委員長 わかりました。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 補助金のほうで観光局運営、プ

レＤＣ対策ということで、確かに表に向けた周知

は当然ながらキャンペーンとして必要になるので

あろう、ただ、そういう中でもやっぱり表の対策

はそれはそれとして今度はやはり受け入れるとい

う部分での対策も当然出てくると思うんですが、

このプレＤＣ対策という中においては受け入れの

ほうの対策なんかも含めての金額というか、そう

いう計画があるのかどうかお尋ねしたいと思いま

す。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  審議監。 

○木下産業観光部政策審議監 今たまたまここに例

としてサンプル、イチゴとミルクと朝食日本一と

いうのが実は内向き対策のほうがメーンになって

いるんです。品質管理、おもてなしということを

きちっとできるようになりましょうねということ

がメーンでして、先ほど申し上げたようにデステ

ィネーションキャンペーンそのものというのはき

っかけに過ぎないので、その後に続けられるよう

なことをということで提案してきている。 

  これが一つのきっかけになって朝食であったり、

デザートであったり、そのほかのものであったり、

結果として夕食や品質管理につながっていればと

いうことで考えておりますので、デスティネーシ

ョンキャンペーン実は外に向いていろんなことを

やっていますけれども、同じボリューム以上に内

に向けてやっているということもご理解をいただ

ければと。内というのは旅館とか観光のみならず、

商工会の皆さんだとか、あるいは農業関係の皆さ

んだとか、つまり観光というものを自分たちのビ

ジネスの中でどう捉えてくれるんですかというよ

うなことを投げかけていくキャンペーンであると

いうふうに考えていますが、なかなか理解のとこ

ろまで行っていないのが少し残念ながらというと

ころでありますが、時間をかけてやっていきたい

と思っています。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 大変に意識改革という部分にお

いては歯がゆい部分も多々あると思うんですけれ

ども、しっかりと我々も応援していきたいとその

ように思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 単純なあれなんですけれども、

これを見て思ったんですけれども、ここに飲み物

とか何かイチゴのデザートみたいなのがあるんで

すけれども、これを１品、この補助金で漏れなく

つけ加えるというようなそういう事業なんでしょ

うか、補助金について。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  審議監。 

○木下産業観光部政策審議監 そうすると、どうし

てもつくる側がお仕着せになっちゃいますので、
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製作そのものには一番とにかく知恵と工夫とセン

スで取り組んでくださいと、お金で取り組まなく

ていいんですよと。それを外に向かって、要はデ

スティネーションキャンペーンというのは一番の

メリットは県とＪＲがお金を使って大々的に全国

に栃木県を知らしめるポスターやチラシを配布し

たり、そういうのがただでできますので、そこの

合間に我々はこのまちならではのポスターや温泉

のパンフレットやポスターを張りながらもさらに

特化した食事とか、というのは実は今ＤＣなんか

でも県がほとんど温泉地とか観光じゃなくて、イ

チゴを使うんです。ちょっと僕らからすると観光

物産協会であるゆえんかもしらんですけれども、

観光誘致よりもどちらというと物産ＰＲのほうが

主体になっちゃう。だとすれば、それに便乗しな

いまでも、こういうその中でもイチゴとかミルク

というのはこの町の独特なものですよというよう

なことを間隙を縫ってやっちゃおうと思っている

んです。 

  今ここには写真がこの程度しか載っていません

けれども、今50カ所近くの協賛してくれている旅

館、それから飲食店からいろんな商品を自分たち

でアレンジしたものの写真が届いています。それ

を使ったポスターやパンフレットをつくっていく

ことによってもう少し見ばえのいいものにはなっ

てくるとは思うんですけれども、１品をこちらが

提供してというところはちょっと今の段階では考

えていないです。各ところが考えてやっていく、

旅館によってはデザートで使うところもあれば、

販売をするところもあればいろんな、何しろイチ

ゴと牛乳というものをしっかりと根づかせたいと

いう趣旨でございます。 

○櫻田委員長 進行をここで副委員長に替わります。 

（委員長、副委員長と交代） 

○齊藤副委員長 委員長。 

○櫻田委員長 いつも言うんですけれども、確かに

意気込みはすばらしい。物理的に４月から６月の

間のイチゴ、例えばなつおとめにはちょっと早い

し、これから12月最盛期を迎えるイチゴは非常に

高価で、だけれども、スカイベリーもとれる、何

もとれるという感じなんですけれども、今、審議

監が言ったようにセンス、センスをせっかくお金

を使うのにどのぐらい受け入れ先に周知できるか

ということ考えていますか。 

〔「受け入れ先」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 受け入れ態勢側の。 

○齊藤副委員長 審議監。 

○木下産業観光部政策審議監 ハードルを高くすれ

ば、例えばもともと地元産でやろうという話にな

っていたんです。それをすればするほど参画施設

がどんどん減っていくという、ほかのものもそう

なんですけれども、ギャップが非常にあって、実

は今のケーキ屋さんや飲食店でもイチゴとミルク

を使ったものをどんどんつくっているんです。そ

れをまず集約しようということから、まず間口を

広くしてだんだんにやっていこうと。 

  もう一つは、４月、６月とデスティネーション

キャンペーンの期間が残念ながら決まっちゃって

いますので、イチゴの端境期とぶつかることは確

かにあるんです。そのときに季節によっては４月

から５月までしかうちは提供できないというとこ

ろもあるでしょう。６月までやるところには冷凍

物を使うところもあるでしょう、それはとりあえ

ずよしとして、各施設ごとのメニューの中にうち

はこういうスタンスですよというところは明記し

ようということで、まず間口を広げるというとこ

ろから入っています。その後にだんだんブラッシ

ュアップしていくという多分そういうスタイルに

なっていかざるを得ないのかなという感じなんで

す。 
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  理想で行くと地元産を使って、牛乳、イチゴを

使おうじゃないかということになると、多分４月

１カ月ぐらいの商品になってしまうとＪＲさんの

取り上げ方もトーンダウンしますし、マーケット

からもやっぱり支持をされないということがある

ので、苦しい選択ではありましたけれども、まず

とりあえず間口を広くしていくということ、参画

施設が今50近く集まっていますので、かなりなボ

リュームのものができるだろうとは思ってはいます。 

○齊藤副委員長 委員長。 

○櫻田委員長 十分その取り組みはわかるんですけ

れども、やっぱりセンスというのが一番大事で、

観光局が中心になっても観光局にはセンスのいい

人もちろんいると思うんですけれども、審議監初

め、そういったところの浸透の仕方、僕一番心配

しているのはやることはやぶさかではないですけ

れども、この市は何せやりっぱなし。 

  この間も言ったんですけれども、チャレンジン

グ那須塩原のブランドメッセージもしかり、巻狩

くんはどこに行っちゃんたんだろう、認定ブラン

ドの16からふえたけれども、どうなっているんだ

ろうとか本当に難癖つけるわけじゃないですけれ

ども、せめてそういうふうな形になってもらいた

くないんです。 

  これ言うように本当にうまくいけばえらいほど

の内需拡大が生まれるわけですから、それとやっ

ぱり牛乳なんかも一応公認されている牛乳は７種

類です。のべつ幕なくあるわけじゃないので、そ

ういったところの特性もやっぱり十分に生かしな

がらやっぱり低温殺菌の牛乳はスイーツにした場

合とか組み合わせによってはすごく生きるのもあ

るし、この地はジャージーはなかったとは思いま

すけれども、かなり高価な牛乳もあるので、そう

いうところのしっかりした磨き上げはそちらだと

思うんですけれども、使い勝手のほうで例えばと

て焼きなんかもそうなんですけれども、これとや

っぱりいまいちなんだ。 

  いまいちで売り続けるのか、これ本当に何とい

うかしっかり行政ができる範囲のプロデュースと

かコーディネーターをどのぐらいまでやるか。朝

食もそうなんだけれども、いつも言うけれども、

その本気度が知りたいんです。 

  金幾らでも出したいです、だけれども、今そこ

がギャップになっていると思うんです。それは観

光局でやっている効果と受け入れ態勢の効果が多

分数値に出てこない。だけれども、数値を追って

いくとやぼな話になるので、その辺のやっぱり観

光局の最後に役割、聞かせてもらえれば。 

○齊藤副委員長 審議監。 

○木下産業観光部政策審議監 最後は誰が得するん

だという話だと僕は思っているんです。受け入れ

側の彼らが生きていくために何が必要なのよとい

う話を僕はここで持ち出しているわけです。 

  つまり、今ずっと話しているんですけれども、

50年、100年後に残せる塩原温泉、板室温泉をど

うつくっていくんだと。何を問われるかというと、

値段でもうまい料理でもなんでもない、実は哲学

なんです。おれたちはこうやって生きていくんだ、

あるいはこうやってお客さんに来ていただくんだ

という哲学があるかないかなんです。その入り口

がこういうものだと僕は考えています。 

  それが話してすぐわかる経営者もいます。数は

少ないにしても何人かいます。それから、やって

いるうちにわかってくる経営者もいるでしょう。

それから、ずっとわからない経営者もいるだろう

と思うんです。それを全部すくい上げることは多

分不可能だと思っているんです。 

  １年前に気づけばいい、２年前に気づけばいい、

そのスタンスで続けていくことが重要だろうと思

っています。 
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  いつも多分委員長おっしゃったように中途半端

で終わっているのはなぜかと言うと、いきなり

100％の完成品をみんなに求めるからだと。余り

にも手の高い目標を掲げてしまっては誰もついて

こられないと、そうするとこの辺の妥協で適当に

やっておけばいいや、そのうちに抜けていくよと

いうことになるんだろうと思うんです。 

  そうすると、やっぱり今回僕らもいろんな試行

錯誤の中で旅館の連中とも話しながらも間口広く

しよう、今まで観光になんか関係なかったと思っ

ている飲食店の皆さんにも入ってもらおうじゃな

いかというようなことでやると、やっぱり間口を

広くして、そのかわりやっぱりやったらこんなに

いいパンフレットで、こんないいポスターができ

て俺たちもっといいもの出さないとまずいという

ようにしていくのが多分一番早い道だろうという

ことで話が折り合ったというところなんです。 

  続けていけるかいけないか、これは多分予算の

問題じゃないと思っているんですけれども、お金

がかかる話じゃないんだから。 

  さっきおっしゃったようにセンス、あるいは哲

学、必要とする、これがどれぐらい重要なものか

ということを理解できるやっぱりビジネスセンス

というんですか、その辺を求めていきたいなと思

っているので、無責任な言い方をしますけれども、

成功するかしないかはやる人たちの本気度に係っ

てくるんだろうと、その本気度の話はします、す

るけれども、くみ取る人は誰なのよというところ

を僕らは追及もしていかなきゃいけないし、それ

も観光局の大きな役割の一つだろうと僕は思って

います。 

  決してこびません僕らは、僕らといっても僕し

かいないんですけれども、こびないで、ただこれ

をやらなければ生きていけないよというところで

やっぱり理解を得ていくしかないんだろうなと、

それぐらい切羽詰まって実はきているんだろうと

思っています。 

  今回はこのデスティネーションキャンペーンプ

レを逃したら、多分二度とこのまちの観光が浮か

び上がるチャンスは来ないだろうと思っているん

です。それぐらいやっぱり本気度を持って接して

いますよということです。 

  ところが、残念ながら商工会でいろんな話をし

ました、それから組織の中でもいろんな話をしま

したけれども、その本気度をくみ取れる人は残念

ながらほとんどいないのが現状なので、余り木下

１人に任せないで、ぜひ皆さんも一緒になって本

気度を上げていただければと思っております。 

○齊藤副委員長 進行を委員長に戻します。 

（副委員長、委員長と交代） 

○櫻田委員長 そのほか皆さん何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、質疑、

意見等を終了したいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時０３分 

 

再開 午後 ４時０５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第72号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

  課長。 

○八木沢商工観光課長 （観光局における任期付職

員の採用について、平成28年度の那須塩原ブラン

ド認定について） 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔「そのほかはございません」と言う人あ

り〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 すみません、ここで進行を副委員長

にかわります。 

（委員長、副委員長と交代） 

○齊藤副委員長 委員長。 

○櫻田委員長 （本市の観光の振興について、こと

しの温泉100選について） 

○齊藤副委員長 委員長に進行を戻します。 

（副委員長、委員長と交代） 

○櫻田委員長 それでは、その他はないようですの

で、商工観光課の審査を終了いたします。 

  これで産業観光部の今定例会における審査は終

了となりますが、産業観光部全体として何かござ

いますか。 

  課長。 

○久利生農務畜産課長 先ほど、農務畜産課のほう

の12月補正の審議をいただいた中で、アグリパル

塩原会の参加人数を吉成委員のほうから質疑をい

ただきました。その人数についてご報告申し上げ

ます。会の構成人数といたしましては132名でご

ざいます。132名が平成28年４月１日現在の人数

でございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 部長、ないですか、何か。大丈夫で

すか。 

〔「じゃ、よろしいですか」と言う人あ

り〕 

○櫻田委員長 部長。 

○藤田産業観光部長 産業観光部３課にわたりまし

て、付託議案のほかにいろいろなお話をいただき

ましてありがとうございました。 

  それぞれお話をさせていただいたとおり、認定

市の事業、それから研究の発表とあわせてそれぞ

れ試食会を行いますので、ぜひお時間があれば委

員の皆様には実際に試食をしていただければとい

うふうに思います。 

  それから、今報道で大分あちこち鳥インフルエ

ンザというようなところで心配がされております

が、栃木県においても全く関係ないというような

ことではございません。県と連携して万が一の事

態に備えて今準備はしている。準備をしていると

言ってもじゃ、何をやっているんだというと連絡

体制であるとか、万が一起きたときにはどうする

んだというような連携ですとか、そんなことを今

やっているという状況がございます。 
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  それから、ＤＣについても委員長からも相当、

叱咤激励をいただきましたが、やはり審議監が言

うとおり当然きっちり外に向けては手を振ってい

くけれども、成功は中をしっかり盛り上げること

にある。その盛り上げる中も庁内とかということ

じゃなくて、まず事業者、それ向けのために今回

の仕掛けも実は外向けのようなキャンペーン商品

に見えますが、それをつくる過程で中がどれだけ

変わるかというようなつくりになっております。 

  先ほど申し上げましたフラッグ等についても市

が直営でやるような形で予算組みをしております

が、これも市の職員がフラッグをつくって張って

くるというんじゃなくて、商工会を巻き込みなが

ら商工会にその部分をしっかり委託をしながら、

ＤＣがこれから始まるんだよというものを盛り上

げていこうというようなことでやっていますので、

引き続き委員の皆様のご協力、ご支援をよろしく

お願いいたします。 

○櫻田委員長 それでは、以上で産業観光部の審査

を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 ４時２２分 

 

再開 午後 ４時２５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 今回、生活環境部における審査事項

はございませんが、ここでその他として生活環境

部環境対策課より報告があります。執行部の入室

を認め、報告を求めます。 

  部長。 

○山田生活環境部長 それでは、那須塩原の鍋掛に

あります瑞穂農場という農場からの悪臭、騒音に

係る要望について、地元長久保自治会長ほか18名

の方からいただいた要望書の処理経過についてご

報告させていただきます。 

  詳しくはこのあと課長のほうから、よろしくお

願いいたします。 

○櫻田委員長 課長。 

○相馬環境対策課長 （瑞穂農場に係る長久保自治

会からの要望書の処理経過について） 

○櫻田委員長 ありがとうございます。 

  それでは、その他を終了いたします。 

  執行部の皆さん、ご苦労さまでした。 

  それでは、ここで事務局より事務連絡をいたし

ます。 

○磯書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○櫻田委員長 それでは、これで本日予定しており

ました審査事項は終了しました。 

  委員の皆さん、お疲れさまでした。明日は９時

45分より協議会、その後現地調査の上、委員会を

再開いたしますので、どうかよろしくお願いした

いと思います。 

  以上で本日の建設経済常任委員会を散会いたし

ます。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時３９分 
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建設経済常任委員会及び予算常任委員会（第三分科会） 

 

平成２８年１２月８日（木曜日）午前１０時４５分開議 

出席委員（８名） 

委 員 長 櫻 田 貴 久  副 委 員 長 齊 藤 誠 之  

委 員 鈴 木 伸 彦  委 員 鈴 木   紀  

委 員 君 島 一 郎  委 員 吉 成 伸 一  

委 員 山 本 はるひ  委 員 玉 野   宏  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 議 

  ２．審査事項 

【請願・陳情審査】 

    ・請願第 ２号 危険道路改善に関する請願書 

    ・陳情第 ２号 「森林・林業基本計画」の推進を求める陳情 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開議 午前１０時４５分 

 

◎開議の宣告 

○櫻田委員長 それでは、散会前に引き続き会議を

始めます。 

  それでは、ただいまから請願の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎請願第２号の審査 

○櫻田委員長 請願第２号 危険道路改善に関する

請願書を議題といたします。 

  概要の説明については、先ほど協議会において

決定のとおり省略をいたします。 

  それでは、各委員の意見をお受けいたします。 

  何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 先ほど説明の中で、条例の関係

の話がありました。第３種５級ということで、１

車線でも供用可能であろうということでは現状で

も対応可能というような説明がありました。それ

と、もう一つはやはり、通学路の指定がなされて

いないということと、先ほどに戻りますけれども、

条例からいくと通行車が500台、それ未満の450台

ということであります。また、ざっくりではあり

ますが、予算が10ｍ幅で2.5ｍぐらいの歩道もつ

くるというようなことを聞きました。総額でざっ

くりですけれども、１億5,000万ということを考

えると、やはりこれはちょっといかがなものなの

かなというような私は結論です。 

○櫻田委員長 そのほか、何かございますか。 

  君島委員。 

○君島委員 ただ、請願で出されている部分につき

ましては、歩道の設置とかそういうものはうたっ

てはおりません。ただ、市のほうへ出してある要

望については出ているのかどうかはわかりません

けれども、請願に関しては出ておりませんので、

危険箇所の回避という部分で、それから道路の幅

員、こういったものについても拡幅というだけで

７ｍまでもってくれとは、何車線にしてくれとい

うものは請願の中にはありませんので、請願その

ものとしては採択をしてもいいのではないかなと

思いますが。 

  それから、執行部のほうで説明しているのは、

執行部に対しての要望に対してこうだろうという

ことでの説明になってきますが、議会のほうへ出

されている請願についてはそこまでのことはうた

っていないので、請願のほうは採択してもいいの

かなというふうな感じに思っております。 

○櫻田委員長 そのほか、何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 私は採択する必要はないというふうに

感じました。ここだけ読んでいたときには、そう

いうふうな危険なところなのかなというふうに思

っていたのですが、現場を見てということと、あ

とは現地で説明を受けた結果、それから、今、君

島委員はそこまでは言っていないとは申していま

したけれども、建設道路のほうとしては、多分つ

くるのならそういうふうに、いろんな関係でなる

んだということを考えますと、もっと危険なとこ

ろがあるし、議会のほうへ請願を採択するという

ほどの道路ではないのではないかというふうに感

じました。 

○櫻田委員長 そのほか、何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 私も、この件に関しては採択は

できないんじゃないかと。理由としては、条例が

ありますし、那須塩原市、広いですから、ここが

採択となれば、やっぱり議員、要するに行政とか

建設課も動かざるを得なくなるだろうと。そうな
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ると、この広い那須塩原市で、これよりももしか

すると交通量もあって、要望したいと思っている

地域もたくさんあると思いますけれども、それに

対して、条例に従わないでやると混乱が生じるよ

うな事態も予想できますので、今回の数字だけ、

数字だけ見ましても、条例に従って粛々とやって

いただきたいなということで、今回は見送りとい

うことを考えたいと思います。としたほうが今は

よろしいかと思います。 

○櫻田委員長 そのほか、何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 佐藤一則議員の、先ほど説明を受けた

中で、通学路としてのかなり需要がある道路なの

かなという印象を受けたんですが、先ほど道路課

の説明の中、また、調査の結果からいっても、余

り通学路として実際には、指定は受けていないに

しても、それでも使われているとなれば別だと思

うんですが、通学路としては使われていないと。 

  今、全国的にも通学路が非常に問題になってい

るという現状があると思うんですね。それを考え

た場合には、やっぱり市内の中で通学路に指定さ

れていながら危険箇所というのも当然存在してい

るわけですから、そういった歩道整備に近い事業

に実際には市としては力を入れていただきたいと

いうことを考えると、当初私もこの請願は採択で

いいのかなという感じがしていましたけれども、

説明と、それから状況等を判断して、今回は見合

わせてもいいのかなという気がします。 

○櫻田委員長 ほかに何かございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 この紫の部分というのは、そもそも昔

からあった道で、ここが狭いというより工業団地

のほうの周辺が広くなったということで、狭い、

広いというのが出たと思うんですね。それと、ま

た、ここを使う人たちは目的が割と特定された人

たちが使うのかなと思うんです。それと、通学路

というのも、この先学校へ行く方向のほうに通学

路がないという状態で、やっぱりここを採択する

ということは必要ないと思います。 

○櫻田委員長 そのほかに何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  まずは、本件を採択すべきものとするほうから

お諮りをいたします。 

  請願第２号 危険道路改善に関する請願書につ

いて、採択すべきものとすることに賛成する委員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○櫻田委員長 賛成が過半数を満たしていませんの

で、請願第２号 危険道路改善に関する請願につ

いて不採択とすべきものとすることに賛成する委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○櫻田委員長 賛成過半数と認め、よって、請願第

２号は不採択とすべきものとすることに決しまし

た。 

  以上で請願第２号の審査を終了いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５４分 

 

再開 午前１０時５５分 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第２号の審査 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、ただいまから陳情の審査に入ります。 

  陳情第２号 「森林・林業基本計画」の推進を

求める陳情を議題といたします。 

  概要の説明については先ほどの協議会において

決定のとおり省略をいたします。 

  それでは、各委員の意見をお受けいたします。 

  何かございますか。 

  君島委員。 

○君島委員 私、この陳情につきまして、趣旨につ

いては十分理解するところではあるんですが、こ

の陳情者につきましては、栃木地域森林労連とい

う形から出ておりまして、この労働組合そのもの

が林野庁の関係するところの労働組合であります。 

  そういう形のところ、実際に国の施策等に携わ

るところの職員でつくる労働組合から市町村、地

方のほうに陳情してくれという形で出されてきた

趣旨をもう少し調査をしてみたい。 

  それと、記の部分の最初に入っておりますとお

り、平成29年度概算要求で計上された予算の確保

を図るようにということで書かれておりますけれ

ども、概算要求がどのようなものがされているの

か。これらについてもまだまだ調べる必要がある

と思いますので、私のほうとしましては継続審査

にお願いをしたいというふうに思っております。 

○櫻田委員長 そのほか、何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 結論から言って、私も君島一郎議員と

同じように継続でいいのかなと思います。 

  １つは、本来こういう陳情であれば、各地域に

森林組合があるわけです。そういう森林組合の

方々にも諮って、ここが今回出している労連のほ

うが中心になっても構わないとは思いますが、そ

ういった各森林組合の意向も踏まえて、両者でこ

ういった陳情が出てくるということであれば違和

感はないと思うんですが、先ほど君島一郎議員の

とおりだと、その部分は思います。 

  それともう一点、記の１の森林環境税、これは

仮称で、まだ当然導入はされていないわけですね。

これらについてもしっかりとした議論があって、

国のほうもそういう方向だというのが見えてきた

中でここに記されているのであれば理解はしやす

いんですけれども、ここの部分にも多少、現実的

にもうちょっと調べないとわからないなという気

がしますので、継続でいいと思います。 

○櫻田委員長 そのほかに何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、これから討論を

行います。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  先ほど、継続審査の意見がございました。 

  まずは、本件を継続審査とするかどうかをお諮

りいたします。 

  陳情第２号 「森林・林業基本計画」の推進を

求める陳情について、継続審査とすることに賛成

する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○櫻田委員長 賛成過半数と認め、よって、陳情第

２号は継続審査とすることに決定をいたしました。 

  以上で陳情第２号の審査を終了いたします。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、次第４その他に入ります

が、委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、事務局から何か

ございますか。 

  事務局。 

○磯書記 （事務連絡。） 

○櫻田委員長 それでは次第４のその他を終了しま

す。 

  以上で今定例会における当委員会の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますのでご一任くださるようお願い

いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○櫻田委員長 それではこれをもちまして、建設経

済常任委員会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１１時０３分 
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建設経済常任委員会 

 

平成２８年１２月９日（金曜日）午前１０時００分開議 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 櫻 田 貴 久  副 委 員 長 齊 藤 誠 之  

委 員 鈴 木 伸 彦  委 員 鈴 木   紀  

委 員 君 島 一 郎  委 員 吉 成 伸 一  

委 員 山 本 はるひ  委 員 玉 野   宏  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

上下水道部長 邉  見     修   水 道 課 長 釣  巻  正  己   

 

出席議会事務局職員 

書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 議 

  ２．発言の訂正 

  ５．閉 会 

 

 



－132－ 

開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○櫻田委員長 それでは皆さん、おはようございま

す。 

  昨日、委員会を閉会したところではございます

が、上下水道部水道課より発言の訂正の申し出が

ございましたので、これを認め、会議を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○櫻田委員長 それでは、部長の発言を許します。 

  部長。 

○邉見上下水道部長 皆さんおはようございます。 

  大変お忙しい中、貴重な時間をいただきまして、

まことに申しわけございません。 

  一昨日ご審議いただきました水道設置条例の一

部改正のところで、ご答弁を申し上げました内容

について誤りがございましたので、後ほど課長か

らご説明を申し上げますが、よろしくお願いした

いと存じます。 

  よろしくお願いいたします。 

○櫻田委員長 それでは、説明を求めます。 

  課長。 

○釣巻水道課長 一昨日の建設経済常任委員会で審

議いただきました那須塩原市水道事業の設置に関

する条例の一部改正の質疑の中で、新湯地区の一

日最大給水量につきまして、31㎥というふうにお

答えを申し上げましたが、正しくは77㎥でござい

ます。訂正をお願いしたいと存じます。 

  大変申しわけございませんでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○櫻田委員長 それでは、以上で建設経済常任委員

会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１０時０２分 

 

 




